
JANUARY ⚒⚐⚑⚙

VOLUME LXVIII NUMBER 5

Articles
Entwicklung der Lehre von der „Gefahrrealisierungl
in der neuesten JudikaturKeiichi YAMANAKA ( 1 )

Die Veränderung einer Konkursforderung nach
der Eröffnung des Konkursverfahrens (2)Takashi KURITA ( 32 )

Beurlaubung im Krankheitsfall und Fürsorgepflicht
zur Rückkehr an den ArbeitsplatzToshihiro FUJIWARA ( 43 )

The Proclamation of
lKozai Kikai Zushiki (Drawing of the Gallows)z
and the Practice of Building Gallows
――Material for Executions by Judicial Hangings
at the Beginning of the Meiji Era (around 1873)Kenji NAGATA ( 93 )

Legal Advocacy in DeclamationsYu AWATSUJI (159)

Petitioner of stock pricing
in the conflicted two-step takeover (2)Yoshihiro ITO (204)

Translations
ʻGeneral considerations on the situation
of human rights and fundamental freedoms
of indigenous peoples in AsiaʼTakeshi TSUNODA (258)

Michael Pawlik, Das Unrecht des Bürgers (22)
Mitsuru IIJIMA

Hirokazu KAWAGUCHI
Sudo HYUN

(293)

Material
Legislation, Penalty and Judgement
in the Qing DynastyHaruhito SADATE (317)

関
西
大
学

法
学
論
集

第
六
十
八
巻

第
五
号

平
成
三
十
一
年
一
月

関
西
大
学
法
学
会

ISSN 0437-648X

第６８巻 第５号
平 成３１年１月

論 説

近時の判例における「危険現実化」論の展開山 中 敬 一 ( 1 )

手続開始後における破産債権の変動を
どのように処理すべきか（⚒)栗 田 隆 ( 32 )
――破産者の共同義務者の弁済による
破産債権の権利変動を中心にして――

傷病休職と使用者の復職配慮義務藤 原 稔 弘 ( 43 )

絞罪噐械圖式の頒布と絞罪器械の設置実務永 田 憲 史 ( 93 )
――明治初期の絞首刑の執行を巡る資料を読み解く――

模擬弁論に登場する弁護粟 辻 悠 (159)
――伝クインティリアヌス『小模擬弁論集』を題材に

利益相反構造のある二段階買収における
株式価格決定申立権者の範囲（⚒)伊 藤 吉 洋 (204)

翻 訳

ロドルフォ・スタベンハーゲン
「アジアの先住民族の基本的人権と基本的自由の
状況に関する国連・特別報告者報告｣角 田 猛 之 (258)

ミヒャエル・パヴリック
『市民の不法』(22・完)

飯 島 暢
川 口 浩 一
玄 守 道

(293)

資 料

清朝の立法・刑罰・裁判佐 立 治 人 (317)



執 筆 者 紹 介

山 中 敬 一 関 西 大 学 名 誉 教 授

栗 田 隆 関 西 大 学 教 授

藤 原 稔 弘 関 西 大 学 教 授

永 田 憲 史 関 西 大 学 教 授

粟 辻 悠 関 西 大 学 准 教 授

伊 藤 吉 洋 関 西 大 学 准 教 授

角 田 猛 之 関 西 大 学 教 授

飯 島 暢 関 西 大 学 教 授

川 口 浩 一 明 治 大 学 教 授

玄 守 道 龍 谷 大 学 教 授

佐 立 治 人 関 西 大 学 教 授



関西大学法学会役員（五十音順)

会 長
小 泉 良 幸

評議員
浅 野 宜 之
荒 木 修(会計)
粟 辻 悠
飯 島 暢
五十嵐元道
池田慎太郎
石橋章市朗(庶務)
市 原 靖 久
伊 藤 吉 洋
今 西 康 人
上 田 真 二
浦 東 久 男
占 部 洋 之(庶務)
大 住 洋
大津留智恵子(編集)
大 仲 土 和
大 沼 邦 博
岡 本 哲 和
尾 島 史 賢
梶 原 晶(会計)

春 日偉知郎
柄谷利恵子
川 口 美 貴
河 村 厚
木 下 智 史(会計)
木 原 淳
金 玲
権 南 希
葛 原 力 三(監査)
久 保 宏 之(会計)
栗 田 隆
小 泉 良 幸
後 藤 元 伸
小 西 秀 樹
近 藤 剛 史
今 野 正 規
坂 本 治 也(編集)
佐 川友佳子
笹 本 幸 祐(庶務)
佐 立 治 人
佐藤やよひ
佐 伯 和 也
下 村 正 明

白須真理子
髙 作 正 博
滝 川 敏 明
多治川卓郎
辰 巳 直 彦
田 中 謙(会計)
津 田由美子(編集)
角 田 猛 之(庶務)
寺 川 永
寺 島 俊 穂
中 島 洋 樹(会計)
永 田 憲 史
中 野 徹 也
中 村 哲(編集)
西 平 等(会計)
西 澤希久男(庶務)
西 村 枝 美
原 弘 明
馬 場 圭 太(編集)
羽 原 敬 二
早 川 徹(庶務)
廣 川 嘉 裕
福 島 豪
藤 原 稔 弘

松 尾 知 子
松 代 剛 枝
水 野 𠮷𠮷 章(会計)
村 上 幸 隆
村 田 大 樹
村 田 尚 紀
元 氏 成 保
森 宏 司(会計)
森 岡 安 廣
森 田 崇 雄
森 本 哲 郎
安 武 真 隆(編集)
大 和 正 史
山 名 京 子
山 名 美 加
山 中 友 理
山 本 慶 介
由喜門眞治
横 田 直 和
吉 田 栄 司
吉 田 直 弘(庶務)
𠮷𠮷 田 徳 夫(編集)
若 月 剛 史
若 松 陽 子

前 号 目 次 (第68巻第⚔号)

論 説
福祉国家とデモクラシー土 倉 莞 爾

プライベート・ブランド商品の製造委託と下請法横 田 直 和

利益相反構造のある二段階買収における
株式価格決定申立権者の範囲 (⚑)伊 藤 吉 洋

裁判官が法廷に幽霊を出現させた話佐 立 治 人

黄郛と華北問題の展開（1933-1934）左 春 梅
判 例 研 究

非公開会社における株主割当てによる新株発行の無効原 弘 明
翻 訳

チャンズー・ソン
「韓国系ニュージーランド人のエスニックな企業家精神
――自営業としてのレストラン経営｣角 田 猛 之

国連人権理事会諮問委員会の報告書
「ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する
差別撤廃のための原則及び
ガイドラインの実施に関する研究｣木 村 光 豪

関西大学法学会規則
第⚑条 本会は，関西大学法学会と称する。
第⚒条 本会は，法学の研究を促進し，かつ研究の成果を発表することを目的とする。
第⚓条 本会は，次の事業を行う。
⚑ 機関誌「関西大学法学論集」及び「関西大学法学会誌」の発行。
⚒ その他本会の目的を達成するために必要な事項。

第⚔条 本会は，大阪府吹田市山手町 3-3-35 に置く。
第⚕条 本会は，次の者をもって会員とする。
⚑ 法学部及び大学院法務研究科（以下法科大学院と称す）の教授，准教授，専
任講師，助教，特別契約教授。

⚒ 政策創造学部の教授，准教授，専任講師，助教，特別契約教授であって入会
した者。

⚓ 法学部，大学院法学研究科，法科大学院，政策創造学部またはガバナンス研
究科の非常勤講師であって入会した者。

⚔ 法学部学生，大学院法学研究科学生及び法科大学院学生。
⚕ 政策創造学部の学生であって入会した者。
⚖ 法学部，政策創造学部，大学院法学研究科及び法科大学院の卒業生であって
入会した者。

⚗ その他評議員会の承認を得た者。
第⚖条 次の者を本会の名誉会員とする。
⚑ 法学部又は法科大学院に在籍した名誉教授。ただし，特別契約教授として在
職中の者は除く。

⚒ 特に評議員会の承認を得た者。
第⚗条 本会に次の役員を置く。
⚑ 会長 法学部長をもって充てる。
⚒ 評議員 教授，准教授，専任講師，助教及び特別契約教授をもって充てる。
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